
 

事 務 連 絡 

平成29年７月19日 

 

各市町村障害福祉主管課 御中 

 

神奈川県保健福祉局福祉部  

障害福祉課事業支援グループ  

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自

立支援給付と介護保険法に基づく介護予防･日常生活支援総合事業の適用関

係に係る留意事項について 

 

日ごろより障害福祉施策の推進に御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

標記のことについて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から別紙の

とおり事務連絡がありました。 

つきましては、内容を御了知いただくとともに、下記通知等にも御留意いただき、自

立支援給付の適切な支給決定をされるようお願いします。 

 

記 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援

給付と介護保険制度との適用関係等について（平成 19年３月 28日 障企発第

0328002号、障障発第0328002号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、

障害福祉課長連名通知） 

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援

給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について（平成 27年２月 18日

付け事務連絡） 

 

問合せ先          

事業支援グループ 岡崎  

電話 045-210-4717(直通) 

 


